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近
藤
重
蔵
論
ノ
ー
ト
（
二
）

梅　

澤　

秀　

夫

要
旨　

本
稿
は
、
近
藤
重
蔵
の
思
想
と
行
動
を
、
歴
史
の
中
に
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
を
考
え
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
今

回
は
、
ま
ず
学
問
吟
味
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
近
藤
重
蔵
が
、
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
、
長
崎
奉
行
に

任
命
さ
れ
た
中
川
忠
英
の
手
附
出
役
（
奉
行
補
佐
官
）
と
し
て
、
長
崎
で
勤
務
し
た
時
期
の
活
動
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
次
に
、

中
川
が
勘
定
奉
行
に
転
じ
、
重
蔵
も
江
戸
に
戻
っ
て
勘
定
所
の
支
配
勘
定
と
な
り
、
海
防
お
よ
び
蝦
夷
地
問
題
に
つ
い
て
の
意
見

書
を
幕
府
に
提
出
し
た
時
期
を
と
り
あ
げ
、
重
蔵
の
思
考
と
活
動
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
長
崎
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、『
清
俗
紀

聞
』
の
編
纂
を
中
心
に
、
当
時
幕
府
が
進
め
つ
つ
あ
っ
た
書
物
編
纂
事
業
の
一
環
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
重
蔵
の
考
証

学
者
と
し
て
の
能
力
が
最
初
に
活
用
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
重
蔵
と
蝦
夷
地
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考

察
す
る
前
提
と
し
て
、
中
世
以
来
、
蝦
夷
地
が
た
ど
っ
た
歴
史
的
経
緯
と
近
世
国
家
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
お

お
ま
か
に
検
討
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、十
八
世
紀
以
降
、北
方
地
域
に
ロ
シ
ア
勢
力
が
出
現
し
、そ
の
脅
威
に
対
処
す
る
た
め
に
、

幕
府
内
に
蝦
夷
地
の
直
轄
・
開
発
を
唱
え
る
改
革
派
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
、
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
が
、
そ
の
政
策
が
江
戸
初

期
以
来
の
幕
府
の
蝦
夷
地
政
策
を
大
き
く
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
寛
政
期
に
お
け
る
松
平
定
信
と
改

革
派
と
の
関
係
、
幕
府
内
に
お
け
る
強
力
な
反
対
派
勢
力
の
存
在
を
藤
田
覚
氏
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
、
確
認
し
た
。
そ
し
て
、

定
信
退
陣
後
に
プ
ロ
ビ
デ
ン
ス
号
来
航
を
契
機
と
し
て
直
轄
・
開
発
派
が
、
蝦
夷
地
直
轄
に
向
け
て
動
き
出
し
て
い
る
状
況
の
中

で
、
重
蔵
等
が
江
戸
に
帰
着
し
、
重
蔵
の
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
重
蔵
は
こ
の
幕
府
内
の
政
治
的
対
立
の
渦
中
に
自
ら
の
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意
志
で
身
を
投
じ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
重
蔵
が
提
出
し
た
意
見
書
を
検
討
し
な
が
ら
指
摘
し
た
。
な
お
、
重
蔵
が
寛
政
十
年
に
幕

府
の
大
規
模
な
蝦
夷
地
調
査
団
の
一
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
、蝦
夷
地
で
見
聞
・
経
験
し
た
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、次
回
に
と
り
あ
げ
、

考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
近
藤
重
蔵
、
蝦
夷
地
、
幕
領
化

　

前
回
発
表
し
た
「
近
藤
重
蔵
論
ノ
ー
ト
（
一
）」（

1
）に
引
き
続
き
、
近
藤
重
蔵
と
い
う
人
物
を
い
か
に
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
か

を
考
え
る
作
業
を
継
続
し
た
い
。
前
論
考
で
は
、
重
蔵
が
学
問
吟
味
を
受
け
、
幕
府
官
僚
と
し
て
の
活
動
を
始
め
る
前
の
段
階
で
何
を

目
指
し
て
い
た
か
を
考
察
し
た
が
、
今
回
は
官
僚
と
し
て
幕
府
の
第
一
次
蝦
夷
地
幕
領
化
政
策
に
関
わ
る
活
動
を
中
心
に
考
察
を
進
め

る
。

第
四
章　

長
﨑
奉
行
手
附
出
役

　

重
蔵
は
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
の
学
問
吟
味
を
受
験
し
、
優
秀
な
成
績
で
表
彰
を
受
け
た
後
、
こ
の
試
験
で
「
監
試
」
を
務
め
た

目
付
中
川
忠
英
が
翌
年
長
﨑
奉
行
に
な
る
と
、
重
蔵
は
そ
の
手
附
出
役
を
命
じ
ら
れ
、
寛
政
九
年
ま
で
長
崎
に
赴
任
す
る
。
こ
の
中
川

忠
英
は
、
目
付
か
ら
遠
国
奉
行
筆
頭
の
長
崎
奉
行
、
そ
こ
か
ら
勘
定
奉
行
と
い
う
、
幕
府
官
僚
と
し
て
の
最
高
の
出
世
コ
ー
ス
を
進
ん

で
い
る
。
エ
リ
ー
ト
官
僚
と
し
て
の
道
を
進
み
つ
つ
あ
る
人
物
に
と
っ
て
は
、有
能
な
部
下
、ス
タ
ッ
フ
と
な
り
う
る
人
物
を
見
出
し
、

自
分
に
連
な
る
人
脈
の
中
に
数
多
く
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
重
蔵
が
長
崎
奉
行
手
附
出
役
に
抜
擢
さ
れ
た
経
緯
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、
中
川
の
立
場
で
考
え
る
と
、
自
分
が
試
験
監
督
を
務
め
た
学
問
吟
味
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
人
物
に
注
目
し
、
と
り

あ
え
ず
自
分
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
置
い
て
能
力
を
試
し
て
み
よ
う
と
考
え
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
期
の
重
蔵
の
仕
事
や
人
的
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
既
に
岡
宏
三
氏
が
「
長
崎
出
役
前
後
に
お
け
る
近
藤
重
蔵　

―
人
的
関
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近藤重蔵論ノート（二）

係
を
中
心
に
―
」（

2
）の
中
で
詳
細
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
後
の
蝦
夷
地
へ
の
関
わ
り
に
関
し
て
重
要
と
思
わ
れ

る
点
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

長
崎
在
勤
中
、
重
蔵
は
『
清
俗
紀
文
』『
安
南
紀
略
』
な
ど
数
点
の
書
物
の
編
纂
に
従
事
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、『
清
俗
紀
文
』
は

文
献
の
記
載
か
ら
は
あ
ま
り
情
報
が
得
ら
れ
な
い
清
朝
中
国
民
衆
の
風
俗
に
つ
い
て
、
長
崎
に
来
航
し
て
い
る
中
国
商
人
か
ら
聞
き
取

り
調
査
を
行
い
、
絵
図
を
作
成
し
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
同
様
に
『
安
南
紀
略
』『
亜
媽
港
紀
略
藁
』
な

ど
も
編
纂
し
て
い
る
。
重
蔵
の
「
勤
書
」
に
よ
れ
ば
、こ
の
他
に
『
外
国
通
書
略
』
十
二
巻
、『
外
国
書
翰
』
二
巻
を
編
纂
し
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
編
纂
が
な
ぜ
こ
の
時
期
に
な
さ
れ
た
か
、
で
あ
る
が
、
寛
政
期
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
時
期
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
『
徳

川
実
紀
』
や
『
孝
義
録
』、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
な
ど
、
数
多
く
の
書
物
編
纂
事
業
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
目
付

在
任
中
の
中
川
は
こ
の
編
纂
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
ら
し
い（

3
）。
こ
の
時
期
、
幕
府
は
様
々
な
方
面
で
の
知
識
・
デ
ー
タ
の
整
備
に

力
を
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
中
川
が
長
崎
奉
行
に
転
出
し
た
の
だ
か
ら
、『
清
俗
紀
聞
』

な
ど
の
編
纂
も
、
幕
府
に
よ
る
各
方
面
の
知
識
・
デ
ー
タ
整
備
の
延
長
上
に
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
清
俗
紀
聞
』
の
編
纂
に
当
た
っ
て
、
重
蔵
は
文
献
を
博
捜
し
て
そ
の
記
述
を
集
め
る
他
に
、
長
崎
に
滞
在
し
て
い
る
清
国
の
商
人

か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
亜
媽
港
紀
略
藁
』
で
は
、
漂
流
民
か
ら
の
聞
き
取
り
を
行
い
、
重
蔵
が
筆
記
し
た
も

の
を
「
風
土
記
」
と
し
て
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
際

此
記
ハ
寛
政
乙
卯
（
七
年
―
筆
者
注
）
五
月
、
奥
州
仙
台
ノ
舟
人
源
三
郎
等
、
安
南
ヘ
漂
着
シ
テ
媽
港
ニ
送
ラ
レ
、
媽
港
ヨ
リ
広

東
ヘ
送
ラ
レ
シ
ト
キ
ノ
聞
見
ヲ
問
テ
、
筆
記
ス
ル
處
ナ
リ
。
彼
等
モ
ト
一
丁
ヲ
知
サ
レ
ハ
、
其
語
固
ヨ
リ
徴
ヘ
キ
ニ
モ
足
ラ
サ
レ

ト
、
聞
ニ
任
セ
テ
姑
ク
附
記
ス（

4
）

と
断
っ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
帰
還
漂
流
民
源
三
郎
は
、『
安
南
紀
略
藁
』
で
は
「
頗
ル
絵
事
ヲ
解
ス
」
る
人

物
と
さ
れ
、彼
が
描
い
た
絵
図
を
多
数
「
雜
図
」
と
し
て
巻
末
に
収
録
し
て
い
る
。
後
に
完
成
す
る
『
辺
要
分
界
図
考
』
で
は
、ウ
ル
ッ
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プ
島
以
北
の
千
島
列
島
に
つ
い
て
、
日
本
側
に
「
投
化
」
し
た
北
千
島
ア
イ
ヌ
の
イ
チ
ヤ
ン
ゲ
ム
シ
（
人
名
）
が
し
ば
し
ば
カ
ム
チ
ャ

ツ
カ
に
往
来
し
て
途
中
の
地
理
を
諳
ん
じ
て
い
る
と
し
て
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
満
州
地
域
に
つ
い
て
は
、
松
前

の
突ト
ツ
プ符
村
か
ら
小
舟
で
漂
流
し
て
満
州
の
「
伊イ
ビ
ダ
ツ

皮
韃
」
に
漂
着
し
、
清
朝
政
府
に
救
助
さ
れ
て
、
満
州
各
地
を
通
過
し
、
北
京
・
寧
波

経
由
で
長
崎
に
送
還
さ
れ
た
漂
流
民
の
情
報
を
使
用
し
て
い
る（

5
）。
文
献
か
ら
十
分
な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、「
其
語
固
ヨ
リ
徴

ヘ
キ
ニ
モ
足
ラ
サ
レ
ト
モ
」
漂
流
民
な
ど
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
情
報
を
も
取
り
込
ん
で
考
察
す
る
の
は
、
長
崎
で
の
経
験
に
基
づ

く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

寛
政
九
年
二
月
、
中
川
が
勘
定
奉
行
に
昇
進
し
た
の
に
伴
い
、
近
藤
重
蔵
も
江
戸
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
重
蔵
も
こ
の
年
十
二
月
、

先
手
与
力
か
ら
支
配
勘
定
と
な
り
、
本
高
を
百
俵
に
加
増
、
更
に
足
高
と
し
て
百
二
十
八
俵
二
斗
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま

た
、
勘
定
奉
行
と
な
っ
た
中
川
が
伊
奈
氏
更
迭
後
の
関
東
郡
代
を
兼
務
し
た
た
め
、
重
蔵
も
関
東
郡
代
附
出
役
を
命
じ
ら
れ
た（

6
）。

　

こ
の
頃
、
江
戸
で
は
前
年
八
月
に
蝦
夷
地
内
浦
湾
の
ア
ブ
タ
に
「
異
国
船
」（
Ｗ
・
Ｒ
・
ブ
ロ
ー
ト
ン
指
揮
の
英
国
軍
艦
プ
ロ
ビ
デ

ン
ス
号
）
が
碇
泊
し
た
事
件
が
松
前
藩
か
ら
幕
府
に
報
告
さ
れ
、
幕
府
は
同
年
、
老
中
太
田
資
愛
、
勘
定
奉
行
間
宮
信
好
、
目
付
村
上

義
礼
を
「
松
前
御
用
掛
」
に
任
命
し
、
現
地
を
見
分
す
る
た
め
、
勘
定
金
子
助
三
郎
・
小
人
目
付
田
草
川
伝
次
郎
ら
五
名
を
派
遣
し
た

が
、
そ
の
調
査
隊
が
寛
政
九
年
の
四
月
に
江
戸
に
帰
着
し
、
翌
月
報
告
書
を
提
出
し
た
の
を
受
け
て
、
幕
府
内
部
で
蝦
夷
地
問
題
の
検

討
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
単
に
外
国
船
へ
の
警
戒
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
田
沼
政

権
期
か
ら
幕
府
内
部
で
く
す
ぶ
っ
て
い
た
、
蝦
夷
地
を
幕
府
が
直
轄
し
て
開
発
を
進
め
る
と
い
う
重
大
な
政
策
変
更
を
伴
う
議
論
が
再

度
噴
き
出
し
、
そ
れ
が
実
現
に
向
か
っ
て
動
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
え
る（

7
）。
近
藤
も
中
川
も
、
こ
の
幕
府
中
枢
部
で
の

動
き
に
深
く
関
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
動
き
を
検
討
す
る
前
に
、
そ
う
し
た
政
治
的
対
立
、
議
論
の
前
提
と
な
る
、
近
世

国
家
に
お
け
る
蝦
夷
地
の
位
置
と
実
情
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
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第
五
章　

近
世
国
家
と
蝦
夷
地

第
一
節　

近
世
蝦
夷
地
の
成
立

　

今
日
ま
で
蓄
積
さ
れ
た
北
方
史
研
究
の
成
果
に
よ
る
と
、
中
世
に
お
い
て
、
北
方
の
「
蝦
夷
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
と
、
南
側
の
和
人

社
会
と
の
交
易
が
活
発
化
し
、
一
定
の
利
益
を
生
み
出
す
よ
う
に
な
る
と
、
津
軽
海
峡
を
は
さ
ん
だ
地
域
、
本
州
側
の
東
北
地
方
北
部

と
北
海
道
南
部
の
地
域
に
、
交
易
に
従
事
す
る
和
人
と
「
蝦
夷
」
の
人
々
が
混
住
す
る
社
会
が
形
成
さ
れ
、
彼
ら
は
南
の
社
会
か
ら
は

「
渡
党
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
世
大
名
と
な
っ
た
松
前
氏
（
中
世
に
は
蠣
崎
氏
）
の
由
緒
書
で
あ
る
『
新
羅
之
記
録
』（

8
）

に
よ
れ
ば
、
渡
島
半
島
の
津
軽
海
峡
沿
岸
や
日
本
海
沿
岸
部
の
各
地
に
「
館
」
と
呼
ば
れ
る
砦
を
中
心
と
し
た
交
易
拠
点
の
町
が
築
か

れ
、
各
館
の
支
配
者
（
館
主
）
は
、
鎌
倉
幕
府
の
執
権
北
条
氏
の
下
で
津
軽
十
三
湊
を
拠
点
と
し
て
繁
栄
し
た
安
藤
氏
を
宗
主
と
仰
ぐ

形
で
一
定
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、安
藤
氏
は
南
北
朝
期
に
北
東
北
に
拠
点
を
構
え
た
南
部
氏
と
の
抗
争
に
敗
れ
、

嘉
吉
二
（
一
四
四
二
）
年
、
十
三
湊
を
追
わ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
安
藤
氏
は
そ
の
後
、
津
軽
海
峡
を
渡
っ
て
蝦
夷
島
側
に
一
時
避
難

し
、
や
が
て
秋
田
方
面
に
移
る
が
、
海
峡
北
側
の
渡
党
社
会
は
そ
の
後
混
乱
し
て
戦
乱
が
続
く
よ
う
に
な
る
。
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
、
シ
ョ

ヤ
・
コ
ウ
ジ
兄
弟
、
タ
ナ
サ
カ
シ
、
タ
リ
コ
ナ
な
ど
の
ア
イ
ヌ
勢
力
と
の
抗
争
を
経
て
、
上
ノ
国
か
ら
大
館
（
松
前
）
に
拠
点
を
移
し

た
蠣
崎
氏
が
、
あ
る
程
度
の
政
治
的
勢
力
を
築
い
て
い
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
、
多
く
の
館
主
が
滅
亡
し
た
り
、
蠣
崎
氏
の
被
官
化

し
、
蠣
崎
氏
は
な
お
安
藤
氏
を
宗
主
と
仰
ぎ
つ
つ
も
、
海
峡
北
側
の
地
域
の
「
代
官
」
的
な
地
位
を
築
い
て
い
っ
た（

9
）。

し
か
し
『
新
羅
之
記
録
』
天
文
一
九
（
一
五
五
〇
）
年
条
で
は
、
蠣
崎
季
広
は

瀬
多
内
の
波ハ
シ
タ
イ
ン

志
多
犬
を
召
し
寄
せ
上
之
国
天
河
の
郡
内
に
居
へ
置
き
て
西
夷
の
尹イ
ン

と
為
し
、
亦
志シ
リ
ウ
チ

利
内
の
知チ
コ
モ
タ
イ
ン

蔣
多
犬
を
以
て
東
夷

の
尹
と
為
し
、
夷
狄
の
商
舶
往
還
の
法
度
を
定
む
。
故
に
諸
国
よ
り
来
れ
る
商
賈
を
し
て
年
俸
を
出
さ
し
め
、
其
内
を
配
分
し
て

両
酋
長
に
賚
ふ
。
之
を
夷
役
と
謂
ふ（

10
）
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と
、
な
お
有
力
な
ア
イ
ヌ
勢
力
に
対
し
て
、
蠣
崎
氏
が
交
易
商
人
か
ら
徴
収
し
た
税
を
「
夷
役
」
と
称
し
て
配
分
し
て
お
り
、
蝦
夷
が

島
に
お
け
る
絶
対
的
な
覇
権
を
掌
握
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
有
力
ア
イ
ヌ
勢
力
と
の
力
の
均
衡
に
よ
っ
て
、
交
易
の
秩

序
を
維
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
日
本
の
中
央
部
で
戦
国
の
争
乱
が
終
熄
し
、
強
力
な
近
世
統
一
政
権
が
登
場
す
る
と
、
蠣
崎
氏
の
地
位
に
も
大
き
な
変
化
が

現
れ
る
。
蠣
崎
慶
広
は
豊
臣
秀
吉
の
天
下
統
一
、
東
北
仕
置
に
際
し
て
秀
吉
政
権
と
接
触
し
、
結
局
秀
吉
か
ら
朱
印
状
を
得
る
。
こ
の

秀
吉
朱
印
状
の
内
容
は
、
①
従
来
通
り
商
船
か
ら
「
船
役
」（
入
港
税
）
を
徴
収
す
る
権
利
を
認
め
る
、
②
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
「
非
分
」

（
不
法
行
為
）
の
禁
止
で
あ
っ
た
。
秀
吉
か
ら
直
接
朱
印
状
を
得
た
の
で
、
安
藤
氏
と
は
対
等
な
関
係
と
な
り
、
主
従
関
係
は
消
滅
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
強
力
な
統
一
政
権
の
後
ろ
盾
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
ア
イ
ヌ
勢
力
と
の
関
係
も
変
化
し
始
め
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

関
ヶ
原
戦
後
、
蠣
崎
慶
広
は
徳
川
家
康
と
接
触
し
、
家
康
か
ら
黒
印
状
と
松
前
姓
を
与
え
ら
れ
る
。
家
康
黒
印
状
で
は
、
秀
吉
よ
り

一
歩
進
ん
で
、
対
ア
イ
ヌ
交
易
の
独
占
権
を
認
め
ら
れ
た
。

一
、 

諸
国
よ
り
松
前
え
出
入
之
者
共
、志
摩
守
（
蠣
崎
↓
松
前
慶
広

―
筆
者
注
）
に
相
理こ
と
わら
ず
し
て
、夷
仁
と
商
買
仕つ
か
ま
つり
候
儀
、

曲く
せ
ご
と事
た
る
べ
き
事
。

一
、
志
摩
守
に
理
こ
と
わ
りな
く
し
て
渡
海
せ
し
め
、
売
買
仕
り
候
者
、
急き
っ
と度
言
上
致
す
べ
き
事
。

　
　

附
つ
け
た
り、
夷
之
儀
は
、
何
方
え
往
行
候
共
、
夷
次
第
た
る
べ
き
事
。

一
、
夷
仁
に
対
し
、
非
分
申
し
掛
る
も
の
、
堅
く
停
止
之
事（

11
）。

対
ア
イ
ヌ
交
易
は
松
前
（
蠣
崎
）
氏
に
独
占
さ
せ
、
そ
れ
を
中
央
権
力
で
あ
る
江
戸
幕
府
が
保
証
す
る
が
、
ア
イ
ヌ
自
体
は
こ
れ
に
拘

束
さ
れ
ず
、
ど
こ
へ
も
自
由
に
行
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
和
人
側
か
ら
の
不
法
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

秀
吉
・
家
康
に
よ
っ
て
、「
渡
党
」
社
会
が
日
本
の
近
世
国
家
に
組
み
込
ま
れ
る
際
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
決
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
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れ
る
。
そ
こ
で
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
ア
イ
ヌ
と
和
人
を
分
離
す
る
、
②
和
人
と
さ
れ
た
部
分
は
近
世
国
家
の
支
配
下
に
置
く
、

③
ア
イ
ヌ
は
近
世
国
家
支
配
の
外
に
置
く
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
と
考
え
る（

12
）。

　

史
料
的
な
制
約
に
よ
り
、
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
右
の
よ
う
な
枠
組
み
に
沿
っ
て
、
近
世
松
前
藩
が
形
成
さ

れ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
ま
ず
「
蝦
夷
地
」
と
「
和
人
地
」（
松
前
藩
領
）
を
分
離
し
、境
界
に
は
関
所
を
設
け
て
出
入
り
を
規
制
す
る
。

「
渡
党
」
は
も
と
も
と
両
者
が
混
じ
り
合
っ
て
い
た
社
会
な
の
で
、こ
の
線
引
き
は
あ
る
程
度
無
理
を
承
知
で
強
引
に
せ
ざ
る
を
得
ず
、

「
和
人
地
」
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
た
地
域
に
も
実
は
い
く
つ
も
の
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
が
存
在
し
て
い
た
（
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
は
下
北
半
島
や

津
軽
半
島
に
も
存
在
し
て
い
た
）。

　

交
易
も
、
こ
れ
ま
で
は
ア
イ
ヌ
側
が
松
前
な
ど
の
交
易
拠
点
を
訪
れ
、
そ
こ
で
本
土
か
ら
来
た
和
人
商
人
ら
と
交
易
を
行
っ
て
い
た

が
、
ア
イ
ヌ
が
和
人
地
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
じ
、
松
前
藩
側
が
交
易
船
を
「
蝦
夷
地
」
各
地
に
派
遣
す
る
方
式
に
切
り
替
え
て
い
っ

た
。
松
前
藩
の
経
済
は
ア
イ
ヌ
交
易
の
利
益
に
依
存
し
て
お
り
、米
作
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で（
松
前
藩
に
は
石
高
が
な
か
っ
た
）、

ア
イ
ヌ
交
易
の
権
利
を
家
臣
に
対
し
て
「
知
行
」
と
し
て
分
与
す
る
、「
商
場
知
行
制
」
と
い
う
独
特
の
制
度
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的

に
は
、
蝦
夷
地
の
各
地
を
「
場
所
」
あ
る
い
は
「
商
場
」
と
称
す
る
地
域
に
分
割
し
、
そ
こ
へ
年
一
回
交
易
船
を
派
遣
す
る
権
利
を
家

臣
に
分
与
し
た
の
で
あ
る
（
多
く
の
場
合
、
一
隻
の
船
に
複
数
の
家
臣
の
権
利
が
設
定
さ
れ
る
）。
こ
の
制
度
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

導
入
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
施
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
詳
細
は
不
明
だ
が
、
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
の
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
蜂
起
の
よ

う
な
ア
イ
ヌ
側
と
の
抗
争
に
、
中
央
権
力
の
後
ろ
盾
も
あ
っ
て
勝
利
し
、
ア
イ
ヌ
側
の
抵
抗
を
排
除
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
蜂
起
の
頃
に
は
、
蝦
夷
地
に
「
金
掘
」（
金
の
採
掘
）
や
「
鷹
待
」（
鷹
の
雛
の
採
取
）
な
ど
の
和
人
が
多

数
入
り
込
ん
で
お
り
、
彼
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ア
イ
ヌ
と
は
密
接
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
々
も

排
除
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
ア
イ
ヌ
と
和
人
の
分
離
体
制
が
確
立
し
て
い
く
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
近
世
国
家
は
松
前
藩
に
ア
イ
ヌ
交
易
の
利
益
を
全
て
与
え
る
代
わ
り
に
、
近
世
国
家
の
領
域
外
と
し
た
蝦
夷
地

の
管
理
を
委
ね
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
国
家
に
と
っ
て
危
険
な
存
在
に
な
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
年
、
幕
府
に
よ

る
蝦
夷
地
の
直
轄
や
開
発
を
唱
え
る
人
々
（
近
藤
重
蔵
・
最
上
徳
内
ら
を
含
む
）
は
、
松
前
藩
が
ア
イ
ヌ
に
日
本
語
を
教
え
ず
、
農
業

も
教
え
ず「
夷
」の
ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
と
非
難
す
る
が
ア
イ
ヌ
と
和
人
を
分
離
す
る
こ
と
は
近
世
国
家
が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、

恐
ら
く
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
処
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
言
う
よ
う
に
松
前
藩
の
怠
慢
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
蝦
夷
地
の

直
轄
・
開
発
を
唱
え
る
方
が
、
近
世
国
家
の
枠
組
み
を
大
幅
に
変
更
す
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　

場
所
請
負
制

　

こ
の
商
場
知
行
制
は
一
八
世
紀
前
半
、
商
場
の
経
営
を
商
人
に
請
け
負
わ
せ
、
知
行
主
に
「
運
上
金
」
を
納
入
さ
せ
る
「
場
所
請
負

制
」
に
移
行
す
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
移
行
は
、
武
士
化
し
て
し
ま
っ
た
松
前
藩
の
君
臣
に
代
わ
っ
て
、
プ
ロ
の
商
人
に
交
易
の
実
務

を
任
せ
た
方
が
円
滑
に
効
率
よ
く
取
引
が
行
わ
れ
、
ま
た
そ
の
利
益
の
一
部
を
「
運
上
金
」
と
し
て
納
入
さ
せ
れ
ば
、
武
士
の
収
入
が

安
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
蝦
夷
地
が
日
本
経
済
に
と
っ
て
不
可
欠
の
資
源
供
給
地

と
し
て
市
場
経
済
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

近
世
の
め
ざ
ま
し
い
経
済
発
展
に
よ
っ
て
、
全
国
各
地
で
綿
花
、
菜
種
、
藍
な
ど
の
商
品
作
物
を
栽
培
す
る
農
業
が
発
展
す
る
が
、

そ
の
た
め
の
良
質
の
肥
料
が
必
要
に
な
っ
た
。
化
学
肥
料
が
な
い
時
代
、
日
本
で
は
魚
肥
が
大
量
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
供
給
の
た
め

に
漁
業
が
発
達
し
た
。
ま
ず
、日
本
近
海
で
大
量
に
と
れ
る
イ
ワ
シ
が
「
干
鰯
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、漁
獲
量
に
変
動
が
あ
っ
て
、

著
し
く
減
少
す
る
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
蝦
夷
地
で
大
量
に
と
れ
る
ニ
シ
ン
な
ど
の
漁
業
資
源
が
着
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
蝦
夷
地
の
海
岸
に
は
春
期
に
ニ
シ
ン
の
大
群
が
産
卵
の
た
め
に
押
し
寄
せ
て
い
た
。
こ
れ
を
加
工
し
て
作
っ
た
魚
肥
が

〆
粕
で
あ
る
。
蝦
夷
地
産
商
品
と
し
て
、
伝
統
的
な
干
鮭
・
昆
布
に
加
え
て
、
新
た
に
ニ
シ
ン
の
〆
粕
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
大
量
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の
〆
粕
を
本
土
、
特
に
畿
内
な
ど
の
商
品
作
物
栽
培
農
業
が
発
達
し
た
地
方
に
輸
送
す
る
手
段
と
し
て
は
、
中
世
以
来
発
達
し
た
日
本

海
沿
岸
航
路
が
あ
る
が
、
近
世
初
期
に
は
河
村
瑞
賢
が
幕
命
を
受
け
て
「
西
廻
り
航
路
」
を
整
備
し
、
こ
こ
を
「
北
前
船
」
と
い
わ
れ

る
（
和
船
と
し
て
は
）
大
型
の
輸
送
船
が
就
航
し
て
お
り
、
物
資
輸
送
の
太
い
パ
イ
プ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
利
用
す
れ
ば
、

場
所
を
請
け
負
っ
た
商
人
は
莫
大
な
利
益
が
得
ら
れ
る
。

　

問
題
は
い
か
に
し
て
蝦
夷
地
で
魚
肥
を
大
量
に
生
産
す
る
か
、
で
あ
る
が
、
ア
イ
ヌ
が
伝
統
的
な
漁
法
で
生
産
し
た
も
の
を
交
易
で

入
手
す
る
の
で
は
効
率
が
悪
い
の
で
、
場
所
請
負
商
人
ら
は
近
世
に
本
土
側
で
発
達
し
た
漁
業
技
術
を
導
入
し
て
効
率
的
な
生
産
を
行

う
こ
と
を
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
主
に
東
北
地
方
の
漁
民
を
「
番
人
」
と
し
て
雇
用
し
、
蝦
夷
地
に
派
遣
し
、
そ
の
監
督
下
で
現
地
の

ア
イ
ヌ
を
労
働
力
と
し
て
漁
業
生
産
を
行
い
、
更
に
漁
獲
物
を
加
工
し
て
〆
粕
や
魚
油
、
身
欠
き
鰊
な
ど
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
。
生

産
に
必
要
な
網
や
魚
を
煮
る
た
め
の
巨
大
な
釜
な
ど
の
用
具
は
本
土
か
ら
持
ち
込
ま
れ
、
ア
イ
ヌ
は
番
人
の
監
督
下
で
単
に
労
働
力
を

提
供
す
る
の
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
は
物
々
交
換
に
よ
る
交
易
の
相
手
か
ら
、
貨
幣
経
済
を
経
験
し
な
い
ま
ま
近
代
的
な
「
賃
労
働
者
」
と

な
っ
た
。
こ
の
転
換
は
も
ち
ろ
ん
既
存
の
ア
イ
ヌ
社
会
を
根
底
か
ら
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
数
多
く
の
ト
ラ
ブ
ル
を

生
み
出
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
幕
府
内
の
直
轄
・
開
発
論
者
か
ら
は
、
こ
の
こ
と
が
、
利
益
を
追
求
し
て
止
ま
な
い
場
所
請
負
商

人
に
よ
る
ア
イ
ヌ
虐
待
、
そ
れ
を
放
置
し
て
い
る
松
前
藩
の
責
任
問
題
と
し
て
非
難
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節　

ロ
シ
ア
の
進
出
と
田
沼
政
権
の
蝦
夷
地
調
査

　

一
六
世
紀
末
に
ウ
ラ
ル
山
脈
東
側
の
シ
ビ
ル
汗
国
を
滅
亡
さ
せ
た
ロ
シ
ア
は
、
良
質
な
毛
皮
を
求
め
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
北
方
の
広

大
な
地
域
を
東
進
し
、
短
期
間
の
内
に
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
に
到
達
し
た
。
一
七
世
紀
後
半
の
清
朝
と
の
抗
争
、
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約

締
結
を
経
て
、
南
方
の
満
州
方
面
へ
の
進
出
を
断
念
し
た
ロ
シ
ア
は
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
を
占
領
し
、
そ
の
南
端
か
ら
続
く
千
島
列

島
伝
い
に
勢
力
を
南
下
さ
せ
た
。
ま
た
、
こ
の
地
域
に
は
ラ
ッ
コ
が
多
く
棲
息
し
、
そ
の
毛
皮
は
ひ
じ
ょ
う
に
高
価
に
取
引
さ
れ
た
こ
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と
が
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
。
千
島
列
島
に
は
ア
イ
ヌ
が
住
み
、
北
海
道
東
部
の
ア
イ
ヌ
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
の
住

民
で
あ
る
イ
テ
リ
メ
ン
（
カ
ム
チ
ャ
ダ
ー
ル
）
な
ど
と
の
間
で
交
易
を
行
っ
て
い
た
が
、
千
島
ア
イ
ヌ
は
順
次
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
組

み
込
ま
れ
、
ヤ
サ
ー
ク
（
毛
皮
税
）
を
課
さ
れ
て
い
っ
た
。
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
入
っ
た
ア
イ
ヌ
は
、
ロ
シ
ア
語
を
習
得
し
、
ロ
シ
ア

の
風
俗
を
受
け
入
れ
、
ロ
シ
ア
正
教
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
人
は
こ
の
島
続
き
の
南
方
に
日
本
と
い
う
国

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

松
前
藩
は
商
場
所
を
徐
々
に
蝦
夷
地
の
奥
地
に
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
一
八
世
紀
後
半
の
段
階
で
は
、
千
島
列
島
最
南
端
の
ク
ナ
シ

リ
場
所
が
、
種
々
の
ト
ラ
ブ
ル
を
経
て
開
設
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
北
千
島
方
面
か
ら
現
れ
た
未
知
の
人
々
の
存
在
が
日

本
国
内
で
う
わ
さ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
ア
イ
ヌ
語
の
「
フ
レ
シ
サ
ム
」
を
直
訳
し
た
「
赤
蝦
夷
」
と
呼
ば
れ
た
。
一
七
七
八

（
安
永
七
）
年
、
ヤ
ク
ー
ツ
ク
の
商
人
ラ
ス
ト
チ
キ
ン
が
派
遣
し
た
シ
ャ
バ
リ
ン
ら
が
、
通
訳
の
ア
イ
ヌ
を
伴
っ
て
根
室
半
島
の
ノ
ッ

カ
マ
ッ
プ
に
上
陸
し
、
そ
の
場
に
い
た
松
前
藩
吏
に
交
易
を
申
し
入
れ
た
。
翌
年
シ
ャ
バ
リ
ン
ら
は
厚
岸
で
松
前
藩
士
と
会
見
し
た
。

松
前
藩
は
交
易
の
申
し
出
を
断
っ
た
が
、
幕
府
へ
は
報
告
し
な
か
っ
た（

13
）。

　

日
本
の
国
内
で
う
わ
さ
が
流
布
し
て
い
る
「
赤
蝦
夷
」
に
つ
い
て
、
仙
台
藩
医
の
工
藤
平
助
は
、
当
時
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
蘭
学
の

知
識
を
援
用
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
方
の
ロ
シ
ア
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
そ
れ
へ
の
対
策
と
し
て
蝦
夷
地
を
開
発
す
る
こ
と
な
ど
を

記
し
た
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』（

14
）を
天
明
初
年
に
著
し
、
勘
定
奉
行
松
本
秀
持
を
通
し
て
、
当
時
幕
府
の
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
田
沼
意

次
に
提
出
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
だ
田
沼
は
蝦
夷
地
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
、
普
請
役
山
口
鉄
五
郎
・
同
青
島

俊
蔵
ら
か
ら
な
る
蝦
夷
地
調
査
隊
を
派
遣
し
た
。
調
査
隊
は
東
西
に
分
か
れ
、
翌
年
に
か
け
て
、
蝦
夷
地
の
奥
深
く
直
接
立
ち
入
っ
て

実
情
を
調
査
し
た
。
こ
の
際
、師
の
本
多
利
明
に
代
わ
っ
て
、青
島
俊
蔵
の
従
者
と
し
て
調
査
に
加
わ
っ
た
最
上
徳
内
は
、エ
ト
ロ
フ
、

ウ
ル
ッ
プ
ま
で
渡
り
、
エ
ト
ロ
フ
で
は
滞
在
し
て
い
た
ロ
シ
ア
人
と
面
談
し
て
い
る
。
徳
内
は
こ
の
後
、
蝦
夷
地
問
題
の
専
門
家
と
し

て
頭
角
を
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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天
明
の
蝦
夷
地
調
査
で
は
、
そ
れ
ま
で
秘
密
の
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
た
蝦
夷
地
の
奥
地
に
ま
で
直
接
幕
吏
が
立
ち
入
り
、
大
き
な

成
果
を
あ
げ
た
が
、
彼
ら
が
江
戸
に
帰
る
途
中
、
江
戸
で
は
田
沼
意
次
が
失
脚
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
た
松
平
定
信
は
幕
府
に
よ
る
蝦
夷

地
介
入
に
否
定
的
な
考
え
を
持
ち
、
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
膨
大
な
デ
ー
タ
は
、
い
っ
た
ん
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

第
六
章　

寛
政
期
の
蝦
夷
地
政
策

　

寛
政
期
の
蝦
夷
地
問
題
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
近
世
国
家
に
お
け
る
蝦
夷
地
の
位
置
を
以
上
の
よ
う
に
整
理
し
て

み
た
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
近
藤
重
蔵
が
参
加
し
て
い
く
寛
政
期
以
降
の
幕
府
内
の
蝦
夷
地
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
と
政
治
的
対
立
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
近
世
後
期
に
お
け
る
幕
府
政
治
史
に
取
り
組
ん
で
来
た
藤
田
覚
氏
は
、「
蝦
夷
地
問
題
は
一
七
八
○
年
代
か

ら
一
八
二
○
年
前
後
、
天
明
か
ら
文
政
期
ま
で
の
約
四
十
年
間
、
幕
政
の
主
要
課
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。
政
策
立
案
の
た
め
の
調

査
と
政
策
論
議
、
さ
ら
に
は
政
策
実
行
を
め
ぐ
り
幕
府
内
外
に
深
刻
な
対
立
と
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
た
。
蝦
夷
地
問
題
は
近
世
後
期
政

治
史
研
究
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

15
）。
前
章
に
ま
と
め
た
よ
う
な
、
蝦
夷
地
の
近
世
に
お
け
る
国
制
上

の
位
置
を
根
底
か
ら
変
更
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
大
き
な
政
治
的
対
立
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

松
平
定
信
自
身
は
幕
府
の
政
策
変
更
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
に
蝦
夷
地
東
部
で
大
規
模
な
ア

イ
ヌ
の
武
装
蜂
起
事
件
（
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
蜂
起
）
が
起
き
、
現
地
に
居
合
わ
せ
た
多
数
の
和
人
が
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
起
き
た
。

こ
の
事
件
そ
の
も
の
は
、
松
前
藩
の
討
伐
隊
が
ア
イ
ヌ
社
会
の
慣
習
を
最
大
限
利
用
し
て
有
力
ア
イ
ヌ
を
味
方
に
つ
け
、
素
早
く
処
理

し
た
が
、
こ
の
蜂
起
の
背
後
に
ロ
シ
ア
勢
力
の
支
援
が
あ
る
と
い
っ
た
風
評
が
あ
り
、
幕
府
は
天
明
期
の
蝦
夷
地
調
査
に
加
わ
っ
て
い

た
青
島
俊
蔵
を
「
長
崎
俵
物
御
用
」
と
い
う
名
目
で
松
前
に
派
遣
し
、
実
情
を
調
査
さ
せ
た
。
こ
の
際
に
は
、
最
上
徳
内
も
青
島
の
従

者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
調
査
の
結
果
、
ロ
シ
ア
が
関
与
し
た
証
拠
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
が
、
事
件
の
原
因
は
場
所
請
負
商
人
飛

騨
屋
に
よ
る
ア
イ
ヌ
酷
使
な
ど
が
原
因
と
さ
れ
、
翌
年
か
ら
幕
吏
に
よ
る
「
御
救
交
易
」
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
が
不
満
を
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持
た
な
い
よ
う
な
公
正
な
交
易
の
模
範
を
示
す
と
い
う
意
味
合
い
で
田
沼
政
権
が
蝦
夷
地
調
査
の
際
に
実
施
し
た
「
御
試
交
易
」
の
前

例
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
後
に
幕
府
が
東
蝦
夷
地
を
直
轄
し
た
際
に
実
施
し
た
「
直
捌
」（
場
所
請
負
商
人
に
よ
ら
な
い
幕

吏
に
よ
る
直
接
交
易
）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
実
験
的
な
試
み
で
あ
る
。

　

更
に
寛
政
四
年
に
は
ロ
シ
ア
か
ら
の
正
式
な
使
節
で
あ
る
ア
ダ
ム
・
ラ
ク
ス
マ
ン
一
行
が
、
漂
流
民
大
黒
屋
光
太
夫
ら
を
伴
っ
て
根

室
に
来
航
し
た
。
幕
府
は
こ
れ
に
対
し
て
翌
年
、
目
付
の
石
川
忠
房
、
村
上
義
礼
を
松
前
に
派
遣
し
て
会
見
さ
せ
、
通
商
交
渉
は
長
崎

で
行
う
と
し
て
、
長
崎
港
へ
の
入
港
許
可
証
（
信
牌
）
を
交
付
し
て
問
題
を
先
送
り
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
松
平
定
信
政
権
は
、
ロ
シ
ア
対
策
を
本
格
的
に
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
政
権
内
部
に
は
、
老
中
格
本
多
忠
籌
を
は
じ
め
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
進
出
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
こ
の
際
蝦
夷
地
を

幕
府
が
直
轄
し
、
そ
の
開
発
を
推
進
す
る
べ
き
だ
と
す
る
議
論
が
あ
っ
た
が
、
定
信
は
こ
れ
に
対
し
て
、
蝦
夷
地
を
未
開
発
の
ま
ま
に

放
置
す
る
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
と
の
緩
衝
地
帯
と
す
る
「
火
除
地
」
論
に
立
脚
し
つ
つ
、
し
か
し
何
ら
か
の
対
策
の
必
要
か
ら
「
北
国
郡

代
」
を
北
東
北
の
い
ず
れ
か
の
地
に
設
置
し
、
情
報
収
集
や
緊
急
時
の
対
応
な
ど
を
さ
せ
る
構
想
を
打
ち
出
し
、
そ
れ
が
こ
の
政
権
の

政
策
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
構
想
が
実
現
す
る
前
、
寛
政
五
年
に
定
信
が
突
然
辞
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
ち
消
え
と
な
る
。

　

定
信
が
辞
任
し
た
後
も
、
幕
府
中
枢
部
に
は
松
平
信
明
・
本
多
忠
籌
ら
の
「
寛
政
の
遺
老
」
が
と
ど
ま
り
、
引
き
続
き
政
権
を
運
営

し
て
い
く
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
継
政
権
の
時
期
に
蝦
夷
地
の
直
轄
・
開
発
に
向
か
う
動
き
が
前
面
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
藤
田
氏

は
こ
う
し
た
動
き
の
背
景
と
し
て
「
だ
が
、
幕
府
内
部
に
は
、
定
信
の
信
任
厚
い
老
中
ま
で
を
巻
き
込
ん
だ
田
沼
期
の
直
轄
・
開
発
論

に
系
譜
を
ひ
く
と
考
え
ら
れ
る
有
力
な
潮
流
が
存
在
し
、
蝦
夷
地
政
策
を
め
ぐ
り
幕
府
内
部
に
政
策
的
対
立
、
不
一
致
、
不
安
定
性
が

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

16
）」
と
述
べ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
松
平
定
信
が
幕
府
中
枢
部
に
登
用
し
、
そ
の
政
権

を
支
え
た
人
々
の
間
で
は
、
む
し
ろ
本
多
忠
籌
の
よ
う
な
直
轄
・
開
発
推
進
論
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
定
信
自
身

は
何
ら
か
の
政
治
的
判
断
か
ら
こ
れ
に
同
調
せ
ず
、
従
来
通
り
蝦
夷
地
の
管
理
を
松
前
藩
に
委
ね
る
方
向
で
考
え
て
い
た
が
、
ラ
ク
ス



― 81―

近藤重蔵論ノート（二）

マ
ン
来
航
な
ど
の
危
機
的
状
況
を
迎
え
て
、
妥
協
策
と
し
て
「
北
国
郡
代
」
設
置
構
想
を
打
ち
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
の
た
め
、
定
信
が
辞
任
す
る
と
と
も
に
幕
府
中
枢
部
の
多
数
の
支
持
を
得
て
い
な
い
構
想
は
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

中
川
忠
英
、
近
藤
重
蔵
が
江
戸
に
戻
っ
た
頃
は
、
プ
ロ
ビ
デ
ン
ス
号
来
航
事
件
を
契
機
に
、
幕
府
内
部
で
こ
の
直
轄
・
開
発
論
が
勢

い
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
り
、
彼
ら
も
こ
の
流
れ
に
加
わ
っ
て
い
っ
た
。
但
し
、
先
回
り
し
て
い
え
ば
、
こ
の
流
れ
が
そ
の
ま

ま
突
き
進
む
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、当
然
幕
府
内
で
も
反
対
派
に
よ
る
揺
り
戻
し
が
あ
る
。
例
え
ば
、藤
田
氏
は
享
和
二（
一
八
〇
二
）

年
二
月
十
日
、
将
軍
か
ら
の
指
示
を
記
し
た
「
御
趣
意
之
趣
書
取
」（

17
）と
い
う
文
書
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
寛
政
十
一
年
東
蝦
夷
地
を

「
当
分
上
知
」（
暫
定
的
に
幕
府
が
直
轄
）
し
た
後
、
こ
れ
を
「
永
上
知
」
に
切
り
替
え
る
際
に
、
蝦
夷
地
へ
の
政
策
に
つ
い
て
の
将
軍

の
指
示
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
推
進
派
が
行
っ
て
き
た
、
ア
イ
ヌ
の
風
俗
（
髪
形
、
衣
服
な
ど
）
を
和
人
風
に
変

え
さ
せ
る
「
改
俗
」
や
、
ア
イ
ヌ
に
農
業
を
教
え
、
農
民
に
変
え
て
い
く
政
策
を
「
心
得
不
宜
候
」
と
否
定
し
、
対
ア
イ
ヌ
政
策
の
変

更
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
直
轄
・
開
発
に
反
対
す
る
勢
力
が
、
ど
の
よ
う
な
政
治
工
作
を
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
将
軍
の

意
向
と
し
て
こ
の
よ
う
な
指
示
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
轄
・
開
発
派
を
牽
制
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
藤
田
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
蝦
夷
地
問
題
は
「
幕
府
内
外
で
の
深
刻
な
対
立
と
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
た
」
問
題
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、

近
藤
重
蔵
自
ら
身
を
投
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
後
の
重
蔵
の
幕
府
内
で
の
処
遇
の
変
化
は
、
こ
の
政
治
的
対
立
と
の
関
係
で
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
特
に
重
蔵
は
、
詳
し
く
は
後
に
述
べ
る
が
、
対
ロ
シ
ア
最
前
線
と
位
置
づ
け
た
エ
ト
ロ
フ
島

の
開
発
と
ア
イ
ヌ
の
改
俗
を
推
進
し
た
、
直
轄
・
開
発
論
の
急
先
鋒
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
七
章　

蝦
夷
地
へ
の
関
わ
り
の
開
始

　

江
戸
に
戻
っ
た
寛
政
九
年
の
十
月
に
、
重
蔵
は
海
防
に
関
す
る
意
見
書
を
、
大
学
頭
林
述
斎
を
通
じ
て
幕
府
に
提
出
し
た
。
そ
の
草

稿
が
『
近
藤
重
蔵
蝦
夷
地
関
係
史
料　

一
』（

18
）の
最
初
に
「
海
防
策
建
言
書
草
案
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
海
防
全
般
を
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論
じ
た
も
の
で
、
特
に
蝦
夷
地
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
は
な
い
が
、
同
年
十
二
月
に
は
、「
蝦
夷
地

異
国
境
取
締
之
儀
ニ
付
存
寄

之
趣
」（

19
）を
中
川
忠
英
を
通
じ
て
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
か
、
翌
寛
政
十
年
三
月
二
十
九
日
、「
松
前
蝦
夷
地
御
用
」
の
た
め
派

遣
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
近
藤
重
蔵
と
蝦
夷
地
と
の
関
わ
り
が
始
ま
る
。
最
初
に
提
出
し
た
海
防
に
関
す
る
意
見
書

で
は
、
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
、

魯
細
亜
ハ
七
八
十
年
来
強
大
に
し
て
、
我
蝦
夷
地
方
二
十
余
島
を
取
り
広
め
、
追
々
ハ
松
前
表
江
も
取
掛
り
可
申
勢
に
相
聞
へ
候

得
共
（
中
略
）
近
比
其
賢
主
女
帝
死
去
之
上
、
都ト

児ル

格コ

と
戦
争
も
有
之
由
ニ
候
へ
ハ
急
ニ
ハ
数
千
里
を
隔
て
候
蝦
夷
地
ま
で
届
申

間
敷
哉
ニ
奉
存
候
、
乍
去
此
リ
ュ
ス
こ
そ
ハ
於
我
邦
腹
心
之
病
と
奉
存
候

と
、
そ
の
長
期
的
脅
威
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
川
上
淳
氏
が
既
に
検
討
を
加
え
て
い
る
が（

20
）、
そ
こ
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
ロ
シ
ア
に
関
し
て
は
、
女
帝
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
Ⅱ
世
の
死
去
（
一
七
九
六
年
＝
寛
政
八
年
）
や
ト
ル
コ
と
の
戦
争

（
一
七
八
七
〜
九
一
年
の
戦
争
と
思
わ
れ
る
）
な
ど
の
最
新
情
報
を
披
露
す
る
一
方
、
省
略
し
た
部
分
で
は
、
明
和
八
（
一
七
七
一
）

年
に
流
刑
地
の
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
を
、
船
を
奪
っ
て
脱
出
し
、
徳
島
な
ど
に
寄
港
し
た
「
ハ
ン
ベ
ン
ゴ
ロ
ウ
」（
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
、
モ
ー

リ
ツ
・
ベ
ニ
ョ
ヴ
ス
キ
ー
）
の
警
告
や
、「
シ
ョ
ウ
ガ
ラ
ヒ
ー
」（

21
）に
言
及
す
る
な
ど
（
い
ず
れ
も
工
藤
平
助
が
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』

で
言
及
し
て
い
る
が
）、
該
博
な
知
識
・
情
報
を
誇
示
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。「
私
長
崎
に
罷
在
候
砌
、
紅
毛
船

頭
え
リ
ュ
ス
（
ロ
シ
ア

―
筆
者
注
）
の
事
承
候
」
と
し
て
、
長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
海
外
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
も
披
露
し
て
い

る
。

　

こ
の
意
見
書
の
他
の
部
分
で
は
、「
暗
乂
利
亜
」（
ア
ン
ゲ
リ
ア
＝
英
国
）
が
近
年
多
数
の
国
々
を
従
え
て
強
大
化
し
、
脅
威
と
な
っ

て
い
る
こ
と
、
彼
ら
は
ま
ず
「
航
海
互
市
」
に
よ
っ
て
「
良
国
」
に
接
近
し
、「
地
勢
強
弱
」
を
明
ら
か
に
し
、
長
期
的
に
布
教
や
戦

争
を
通
じ
て
属
国
と
す
る
方
法
を
と
る
こ
と
、
日
本
側
で
も
、
誰
が
い
つ
外
国
と
「
馴
合
」
う
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
、「
紅
毛
・
魯
細
亜
・

暗
乂
利
亜
」
が
「
馴
合
」
い
、
相
互
に
連
絡
し
な
が
ら
日
本
を
窺
う
懼
れ
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
蛮
舶
」
が
多
く
房
総
・
相
豆
の
沖
に
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停
泊
し
て
、回
船
の
通
行
を
妨
害
す
れ
ば
、物
資
の
流
通
が
滞
り
、江
戸
に
騒
擾
が
起
き
る
心
配
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
こ
れ
か
ら
以
後
、
多
く
の
知
識
人
な
ど
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
海
防
策
に
よ
く
見
ら
れ
る
論
法
で
あ
る
。

　
『
近
藤
重
蔵
蝦
夷
地
関
係
史
料　

一
』
に
収
録
さ
れ
た
「
二
」
番
の
史
料
は
、
日
付
を
欠
い
て
い
る
が
、「
勤
書
」
で
寛
政
九
年
十
二

月
二
十
五
日
に
中
川
忠
英
を
通
し
て
提
出
し
た
と
さ
れ
る
「
蝦
夷
地

異
国
境
御
取
締
之
儀
ニ
付
存
寄
之
趣
」
の
草
稿
と
推
定
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
既
に
川
上
淳
氏
が
検
討
を
加
え
て
い
る
が（

22
）、
こ
こ
で
も
や
や
異
な
る
角
度
か
ら
内

容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
主
に
蝦
夷
地
を
松
前
藩
か
ら
ど
の
よ
う
な
名
目
で
と
り
あ
げ
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

四
つ
の
外
国
と
の
通
路
（
長
崎
・
薩
摩
・
対
馬
・
松
前
）
の
う
ち
、
松
前
以
外
の
三
つ
は
「
大
洋
」
を
隔
て
て
い
る
が
、
松
前
の
通

路
は
、
そ
の
奥
地
に
は
我
が
国
の
手
が
届
き
か
ね
、「
戎
狄
」
の
方
か
ら
は
「
進
み
勝
手
の
陽
地
」
で
あ
っ
て
、
昔
、
大
久
保
長
安
が

外
国
と
内
通
し
た
例
も
あ
る
の
で（

23
）、松
前
も
夷
狄
に
内
通
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
「
老
侯
」（
前
藩
主
松
前
道
広
）

で
、

痛
く
蛮
事
を
好
み
、
随
□
（
身
カ
）
の
調
度
み
な
蛮
物
を
便
と
し
用
る
に
至
候
類
ハ
■
元
と
蛮
船
を
見
候
而
、
心
に
感
服
候
よ
り

起
り
候
哉
ニ
も
可
有
之
候
へ
共
、
好
み
候
へ
ハ
親
み
候
習
ひ
、
…
…

松
前
道
広
は
豪
放
磊
落
、
派
手
好
き
な
性
格
で
、
放
漫
財
政
の
た
め
に
藩
に
大
き
な
負
担
を
か
け
た
な
ど
と
い
わ
れ
、
ま
た
外
国
と
の

内
通
な
ど
、
彼
を
め
ぐ
っ
て
は
種
々
の
疑
惑
が
う
わ
さ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
疑
惑
を
手
が
か
り
と
し
て
、

一
上
策
は
松
前
を
御
公
料
と
な
し
、
其
領
主
を
所
替
被
仰
付
可
然
候
哉
之
事

と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
道
広
が
「
異
船
」（
オ
ラ
ン
ダ
船
か
）
入
港
の
た
び
に
舶
来
品
を
購
入
す
る
た
め
に
役
人
を
派
遣
し

て
い
て
は
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
、
小
藩
の
財
政
は
た
ち
ま
ち
破
綻
す
る
で
あ
ろ
う
。
幕
府
に
借
金
を
申
し
入
れ
て
来
て
も
限
度
が
あ

る
の
で
、
苦
し
紛
れ
に
「
蛮
船
」
を
近
づ
け
、
密
貿
易
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
耶
蘇
教
も
流
布
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
な
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る
前
に
公
領
と
す
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
特
に
度
々
異
国
船
が
来
航
し
、
幕
府
の
疑
惑
が
懸
か
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い

る
現
在
が
良
い
機
会
で
あ
る
、と
い
う
。
ま
た
「
所
替
」
の
理
由
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、「
彼
の
源
次
等
を
江
戸
へ
召
呼
候
か
」「
山

丹
往
来
候
蝦
夷
な
と
を
呼
」
ぶ
な
ど
し
た
上
で
、
穏
便
に
「
所
替
」
を
申
し
渡
す
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
「
彼
の
源
次
等
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、『
地
北
寓
談
』
の
著
者
大
原
左
金
吾
（
号
呑
響
・
墨
斎
）
を
指
す
か
と
思
わ
れ
る
。

大
原
の
通
称
は
「
左
金
吾
」
と
称
す
る
前
は
「
観
次
・
貫
次
・
寛
次
」
な
ど
と
称
し
て
い
た
が
、
そ
の
変
名
か
と
思
わ
れ
る（

24
）。
そ

の
出
自
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
彼
は
江
戸
で
井
上
金
峨
に
学
び
、
天
明
三
・
四
年
の
頃
、
松
前
に
渡
り
、
松
前
藩
の
家
老
で
文
人
と

し
て
知
ら
れ
る
蠣
崎
波
響
と
知
り
合
い
、
文
人
と
し
て
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
。
そ
の
後
、
左
金
吾
は
京
都
に
移
っ
た
が
、
寛
政
六
年
、

こ
の
蠣
崎
波
響
が
藩
主
章
広
お
よ
び
前
藩
主
道
広
の
名
代
と
し
て
上
京
し
、
左
金
吾
を
章
広
お
よ
び
家
臣
た
ち
の
文
武
の
師
と
し
て
招

聘
し
た
の
で
、
承
諾
し
、
準
備
を
整
え
て
翌
寛
政
七
年
松
前
に
渡
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
道
広
が
ロ
シ
ア
と
通
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と

疑
い
、
翌
寛
政
八
年
に
ア
ブ
タ
に
来
航
し
た
プ
ロ
ビ
デ
ン
ス
号
（
ロ
シ
ア
船
と
誤
解
し
た
と
い
わ
れ
る
）
へ
の
対
応
に
疑
惑
を
感
じ
、

十
月
、
松
前
を
去
っ
た
。
そ
の
後
水
戸
の
立
原
翠
軒
を
頼
り
、
松
前
道
広
へ
の
疑
惑
を
語
っ
た
。
こ
の
情
報
は
さ
ら
に
翠
軒
の
伝
手
を

通
し
て
老
中
松
平
信
明
に
達
し
、
信
明
か
ら
筆
記
し
た
も
の
を
要
求
さ
れ
た
の
で
著
し
た
の
が
『
池
北
寓
談
』
だ
と
い
う（

25
）。

　

大
原
左
金
吾
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
は
も
ち
ろ
ん
機
密
扱
い
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
重
蔵
は
中
川
忠
英
を
通
し
て
、
直
轄
・

開
発
派
の
老
中
松
平
信
明
か
ら
情
報
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
彼
の
源
次
等
」
と
い
っ
た
言
い
方
に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
ま
た
、
重
蔵
は
水
戸
藩
の
儒
学
者
と
も
つ
な
が
り
が
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
自
身
が
蝦
夷
地
調
査
に
赴
く
際
に
は
、
水
戸

の
小
宮
山
楓
軒
の
関
係
で
、
水
戸
藩
か
ら
木
村
謙
治
を
従
者
と
し
て
伴
っ
て
い
る
。
そ
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
直
接
情
報
を
得
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

次
の
「
山
丹
往
来
候
蝦
夷
」
を
呼
ぶ
と
い
う
の
は
、
蝦
夷
地
の
奥
地
、
カ
ラ
フ
ト
で
行
わ
れ
る
山
丹
交
易
の
存
在
を
、
松
前
藩
の
責

任
追
及
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
山
丹
」
と
は
、
ア
イ
ヌ
語
の
「
サ
ン
タ
（
シ
ャ
ン
タ
）」
に
漢
字
を
当
て
た
も
の
で
、
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カ
ラ
フ
ト
島
北
部
に
向
き
合
う
大
陸
側
の
、
ア
ム
ー
ル
川
（
黒
竜
江
）
下
流
域
に
住
む
、
ウ
リ
チ
な
ど
の
人
々
と
、
そ
の
居
住
地
域
を

指
す
。
山
丹
人
は
中
国
王
朝
と
の
間
で
、
朝
貢
・
冊
封
関
係
を
も
ち
、
そ
の
統
制
下
に
あ
る
。
彼
ら
は
ま
た
カ
ラ
フ
ト
南
部
に
居
住
す

る
ア
イ
ヌ
の
も
と
を
訪
れ
、
交
易
を
行
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
が
持
ち
込
む
交
易
品
の
中
に
は
、
毛
皮
な
ど
の
他
、
中
国
王
朝
か
ら
の
冊

封
に
伴
っ
て
給
与
さ
れ
る
官
服
（
背
中
に
皇
帝
権
力
の
象
徴
で
あ
る
竜
の
刺
繍
が
あ
る
）
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
ど
う
し

の
交
易
ル
ー
ト
に
よ
り
、
北
海
道
側
ア
イ
ヌ
の
手
に
渡
り
、
更
に
和
人
の
手
に
渡
っ
て
日
本
国
内
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、「
蝦

夷
錦
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
珍
重
さ
れ
た
。

　

こ
の
交
易
ル
ー
ト
の
存
在
は
長
い
間
幕
府
に
は
（
公
式
に
は
）
知
ら
れ
ず
、
天
明
期
の
蝦
夷
地
調
査
の
際
に
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
た

が
、
こ
れ
は
ご
く
少
量
と
は
い
え
、
対
外
交
流
の
窓
口
を
厳
し
く
統
制
す
る
と
い
う
近
世
国
家
の
原
則
か
ら
洩
れ
た
、
非
公
認
の
交
易

ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
幕
府
が
公
認
し
て
い
る
の
は
、
先
に
重
蔵
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
長
崎
で
の
オ
ラ
ン
ダ
・
中
国
貿
易
の
他
、
薩

摩
藩
に
よ
る
琉
球
支
配
（
間
接
的
に
中
国
と
の
朝
貢
貿
易
）、
対
馬
藩
に
よ
る
朝
鮮
貿
易
、
松
前
藩
に
よ
る
ア
イ
ヌ
交
易
で
あ
っ
て
、

た
と
え
間
接
的
と
は
い
え
、
山
丹
人
が
持
ち
込
む
品
が
国
内
に
流
入
し
て
い
る
こ
と
は
ゆ
ゆ
し
き
問
題
で
あ
る
。
重
蔵
は
こ
れ
を
突
い

て
松
前
藩
の
責
任
を
追
及
し
、「
所
替
」の
口
実
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、重
蔵
が
こ
う
し
た
問
題
を
持
ち
出
す
の
も
、

天
明
期
の
調
査
の
成
果
を
十
分
把
握
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
点
は
逆
に
幕
府
が
カ
ラ
フ
ト
を
含
む
西
蝦
夷
地
を
文
化

四
（
一
八
○
七
）
年
以
降
直
轄
し
た
際
に
は
、
幕
府
が
そ
の
処
置
に
頭
を
悩
ま
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
山
丹
人
は
清
朝
の
統
制
下
に
あ

る
の
で
、
扱
い
方
に
よ
っ
て
は
清
朝
と
の
外
交
問
題
に
な
り
か
ね
な
い
）。
結
局
こ
れ
を
担
当
し
た
幕
吏
松
田
伝
十
郎
に
よ
り
、
山
丹

交
易
は
幕
府
が
直
営
で
（
ア
イ
ヌ
を
排
除
し
て
）
山
丹
人
が
持
っ
て
き
た
も
の
を
買
い
上
げ
る
と
い
う
官
営
交
易
の
形
を
と
る
こ
と
で

落
ち
着
い
て
い
る（

26
）。

　
「
二
」
番
の
史
料
で
は
こ
の
後
、も
し
「
口
蝦
夷
」（
蝦
夷
地
の
内
、松
前
に
近
い
地
域
）
に
幕
府
が
介
入
す
る
の
が
難
し
い
場
合
は
、

奥
蝦
夷
の
地
、
東
ハ
エ
ト
ロ
フ
・
ウ
ル
ッ
プ
島
、
西
ハ
唐
太
島
よ
り
（
松
前
の
力
に
不
及
候
所
よ
り
）
取
り
懸
り
開
業
仕
度
も
の
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か
と
奉
存
候（

27
）。

な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
蝦
夷
地
の
中
で
松
前
に
近
く
、
古
く
か
ら
松
前
と
つ
な
が
っ
て
い
る
地
域
を
と
り
上
げ
る
こ
と
が
（
何
ら
か
の

政
治
的
事
情
に
よ
り
）
難
し
い
状
況
を
想
定
し
、
そ
の
場
合
は
い
き
な
り
幕
府
が
奥
地
の
開
発
に
取
り
組
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
直
後
に
重
蔵
が
蝦
夷
地
に
派
遣
さ
れ
、エ
ト
ロ
フ
島
開
発
を
推
進
す
る
こ
と
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、こ
の
部
分
は
注
目
に
価
す
る
。

松
前
藩
を
「
所
替
」
し
、
蝦
夷
地
と
無
関
係
に
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
前
述
の
近
世
国
家
の
大
原
則
で
あ
る
四
つ
の
窓
口
の

一
つ
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
政
治
的
に
難
し
い
場
合
、
奥
地
の
松
前
藩
の
手
に
余
る
地
域
の
み
を
幕
府
が
担
当
す
る
と
い

う
構
想
で
あ
る
。
先
程
の
引
用
文
に
続
け
て
、

是
亦
松
前
ヘ
御
尋
も
候
ハ
ゝ
、
両
方
と
も
に
前
々
よ
り
行
来
候
な
と
可
申
上
候
へ
共
、
慶
長
九
年
・
元
和
三
年
・
寛
永
十
一
年
・

寛
文
四
年
以
来
之
御
黒
印
・
御
朱
印
之
面
、
蝦
夷
一
円
な
と
申
こ
と
も
書
載
せ
ら
れ
す
候
へ
ハ
…
…

な
ど
と
、
家
康
以
来
歴
代
の
将
軍
が
発
行
し
た
黒
印
状
・
朱
印
状
に
蝦
夷
地
の
範
囲
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
、
奥
蝦

夷
地
を
幕
府
が
直
轄
す
る
論
理
的
根
拠
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
黒
印
状
・
朱
印
状
の
控
え
に
ア
ク
セ
ス
で
き
た

の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
「
史
料
的
根
拠
」
に
ま
で
溯
る
点
が
、
重
蔵
ら
し
い
。

　

少
し
後
の
寛
政
一
一
年
、
幕
府
が
実
際
に
東
蝦
夷
地
の
「
当
分
上
知
」
に
踏
み
切
っ
た
際
に
は
、
当
初
は
東
蝦
夷
地
の
内
、
日
高
地

方
の
ウ
ラ
カ
ハ
（
浦
河
）
以
東
の
地
域
の
み
を
上
知
す
る
方
針
で
あ
っ
た
が（

28
）、
そ
の
後
、
松
前
藩
か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
、
知
内

川
以
東
の
地
域
（
箱
館
が
含
ま
れ
る
）
を
上
知
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る（

29
）。
な
ぜ
ウ
ラ
カ
ハ
以
東
と
い
う
設
定
が
為
さ
れ
た

の
か
、
今
の
と
こ
ろ
手
が
か
り
が
な
い
。

　

寛
政
九
年
の
時
点
に
戻
っ
て
、
こ
の
「
二
」
番
の
史
料
は
結
局
、
ロ
シ
ア
や
山
丹
交
易
の
問
題
を
ど
う
す
る
の
か
、
松
前
藩
を
詰
問

し
、
彼
ら
の
力
で
は
解
決
で
き
ず
、
答
え
に
詰
ら
せ
た
上
で
、
幕
府
が
処
置
を
す
る
こ
と
を
言
い
渡
せ
ば
、
松
前
藩
側
も
抵
抗
で
き
な

い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
蝦
夷
地
を
上
知
す
る
に
際
し
て
、
松
前
藩
の
抵
抗
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
の
技
術
的



― 87―

近藤重蔵論ノート（二）

な
提
案
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

重
蔵
が
意
見
書
を
提
出
し
て
い
た
頃
、
既
に
蝦
夷
地
を
直
轄
す
る
た
め
の
具
体
的
な
処
置
が
動
き
始
め
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、

寛
政
八
年
、
現
地
調
査
の
た
め
五
名
の
官
吏
を
派
遣
し
た
が
、
翌
九
年
五
月
に
そ
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
は
異
国
船

に
つ
い
て
の
調
査
報
告
だ
け
で
は
な
く
、
松
前
藩
の
内
政
や
藩
主
章
広
・
前
藩
主
道
広
ら
に
つ
い
て
、
ま
た
ロ
シ
ア
や
山
丹
と
の
通
交

に
関
す
る
風
聞
探
査
、
長
崎
か
ら
輸
出
す
る
俵
物
に
関
す
る
調
査
報
告
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
内
容
か
ら
、
幕
府
内
で
は
既
に

上
知
を
視
野
に
入
れ
た
検
討
が
進
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る（

30
）。
ブ
ロ
ー
ト
ン
ら
は
寛
政
九
年
に
も
再
度
絵
鞆
（
現
在
の
室
蘭
）
に

来
航
し
（
プ
ロ
ビ
デ
ン
ス
号
は
宮
古
島
で
座
礁
・
沈
没
し
た
た
め
、
ス
ク
ー
ナ
ー
船
で
）、
こ
う
し
た
異
国
船
の
頻
繁
な
来
航
も
口
実

と
し
て
、
松
前
御
用
掛
老
中
の
戸
田
氏
教
の
意
見
に
基
づ
き
、
幕
府
は
寛
政
九
年
九
月
、
参
勤
途
中
の
松
前
藩
主
章
広
に
対
し
て
、
老

中
安
藤
信
成
か
ら
参
勤
を
中
止
し
て
国
元
に
戻
り
、
非
常
事
態
に
備
え
る
こ
と
と
、
前
藩
主
の
道
広
を
尋
問
の
た
め
江
戸
に
召
喚
す
る

旨
を
達
し
た
。
ま
た
、
北
東
北
の
津
軽
・
南
部
両
藩
に
対
し
、
隔
年
で
藩
の
兵
力
を
松
前
に
詰
め
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
お
い
て
、
翌
寛
政
十
年
三
月
に
は
、
目
付
渡
辺
政
胤
・
使
番
大
河
内
政
寿
、
勘
定
吟
味
役
三
橋
成
方
ら
に
蝦
夷
地
調
査
を

命
じ
、
彼
ら
は
近
藤
重
蔵
を
含
む
百
八
十
余
名
か
ら
な
る
大
規
模
な
調
査
隊
を
編
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
蝦
夷
地
に
向
か
っ
た
。
今
回
は
表

向
き
の
調
査
目
的
以
外
に
、
①
軍
勢
が
詰
め
る
べ
き
番
所
の
設
置
場
所
、
②
松
前
藩
の
財
政
状
態
、
③
松
前
家
中
人
別
、
④
松
前
在
町

之
人
別
、
⑤
在
方
米
穀
之
収
納
高
、
但
畑
方
共
、
⑥
蝦
夷
交
易
に
て
収
納
高
、
⑦
買
請
米
の
使
途
、
⑧
新
田
開
発
の
適
地
調
査
、
の
八

項
目
の
調
査
が
命
じ
ら
れ
た
と
い
う（

31
）。
こ
れ
は
も
は
や
幕
府
の
直
轄
に
向
け
て
の
予
備
調
査
で
あ
る
。
蝦
夷
地
幕
領
化
の
方
針
は

既
に
動
き
出
し
て
い
た
。

小
括

　

今
回
は
、
寛
政
七
年
か
ら
九
年
ま
で
、
長
崎
奉
行
手
附
出
役
と
し
て
長
崎
に
赴
任
し
、
そ
の
後
江
戸
に
戻
っ
て
蝦
夷
地
問
題
に
関
わ
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る
よ
う
に
な
り
、
意
見
書
を
提
出
し
、
寛
政
十
年
の
蝦
夷
地
調
査
に
加
わ
る
前
ま
で
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。

　

長
崎
で
の
活
動
の
中
心
は
、
恐
ら
く
『
清
俗
紀
聞
』
な
ど
の
編
纂
物
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
過
程
で
海
外
の
最
新
情
報
に
接
し
、
そ
れ

ら
を
重
蔵
が
こ
れ
ま
で
に
学
ん
だ
考
証
学
の
方
法
を
応
用
し
て
、
確
実
な
情
報
を
選
び
出
し
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
海
外
の
事
情
を
正
確
に
描
い
て
み
せ
る
、と
い
う
手
法
は
、重
蔵
が
こ
れ
以
後
北
方
地
域
の
問
題
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、

重
蔵
の
得
意
分
野
、
幕
府
の
政
策
推
進
に
貢
献
で
き
る
分
野
の
一
つ
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
文
献
か
ら
の
情
報
の
み
で
な
く
、
必
要

に
応
じ
て
、
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
も
、
重
要
な
情
報
を
経
験
的
に
保
持
し
て
い
る
人
か
ら
の
聞
き
取
り

調
査
を
行
う
手
法
は
、
長
崎
で
の
『
清
俗
紀
聞
』
な
ど
の
編
纂
か
ら
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

寛
政
九
年
に
江
戸
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
幕
府
内
で
進
行
し
て
い
た
蝦
夷
地
幕
領
化
の
動
き
に
、
中
川
忠
英
と

共
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
（
や
が
て
そ
の
最
前
線
に
立
つ
こ
と
に
な
る
）。
藤
田
覚
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
幕
府
内
で
松
平
定
信
に

よ
っ
て
起
用
さ
れ
た
幕
閣
や
奉
行
層
を
も
巻
き
込
む
形
で
推
進
さ
れ
（
定
信
自
身
は
幕
領
化
に
反
対
で
あ
っ
た
が
）、
天
明
か
ら
文
政

期
ま
で
、
ほ
ぼ
四
十
年
に
わ
た
っ
て
、
幕
府
内
で
の
主
要
な
政
治
的
対
立
の
焦
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
世
蝦
夷
地
の
成
立
過
程
を

概
観
し
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、近
世
国
家
に
お
け
る
蝦
夷
地
の
位
置
づ
け
を
根
本
的
に
改
め
る
よ
う
な
、重
大
な
政
策
変
更
で
あ
っ

た
。
そ
れ
故
に
深
刻
な
対
立
で
あ
っ
た
が
、
重
蔵
ら
が
江
戸
に
戻
っ
た
時
点
で
は
既
に
松
前
藩
主
の
参
勤
停
止
、
前
藩
主
松
前
道
広
の

江
戸
召
喚
な
ど
、
蝦
夷
地
の
幕
領
化
に
向
け
て
の
動
き
が
進
行
し
つ
つ
あ
り
、
重
蔵
も
そ
れ
に
乗
る
形
で
、
幕
領
化
を
支
持
す
る
意
見

書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
彼
の
立
場
は
、
幕
府
内
で
蝦
夷
地
幕
領
化
・
開
発
論
側
の
急
先
鋒
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。

　

今
回
の
考
察
は
こ
こ
ま
で
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
引
き
続
き
、
寛
政
十
年
に
蝦
夷
地
調
査
隊
と
し
て
奥
蝦
夷
地
に
ま
で
踏

み
込
ん
で
い
く
重
蔵
の
思
考
と
行
動
に
つ
い
て
考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
。
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注（
1
） 
『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
二
七
、
二
〇
〇
六
年

（
2
） 
『
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
四
、
一
九
九
二
年

（
3
） 

白
井
哲
哉
「
江
戸
幕
府
の
書
物
編
纂
と
寛
政
改
革
」（『
日
本
歴
史
』
五
六
三　

一
九
九
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
4
） 

『
近
藤
正
齋
全
集
』
巻
一
（
国
書
刊
行
会　

一
九
○
五
）
所
収
の
『
亞
媽
港
紀
略
藁
』
か
ら
引
用
。
同
書
三
十
三
ペ
ー
ジ
。
な
お
引
用
に
当
た
り
、

適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
（
以
下
同
）。
な
お
、
源
三
郎
を
含
む
仙
台
藩
領
大
乗
丸
の
漂
流
始
末
は
重
蔵
が
尋
問
を
行
い
、『
安
南
紀
略
藁
』
巻
一
の
「
甲

寅
（
寛
政
六
年
―
筆
者
注
）
漂
民
始
末
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5
） 

『
近
藤
正
齋
全
集
』
巻
一
（
同
右
）
所
収
の
『
辺
要
分
界
図
考
』
自
序
（
文
化
元
年
十
二
月
二
十
三
日
付
）
に
よ
る
。

（
6
） 

「
近
藤
守
重
（
重
蔵
）
勤
書
並
ニ
親
類
書
控　

松
平
輝
延
（
右
京
太
夫
）
宛
」（
文
政
二
年
十
一
月
）（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
大
日
本
近
世
史

料　

近
藤
重
蔵
蝦
夷
地
関
係
史
料　

三
』
一
九
八
九
年　

東
京
大
学
出
版
会
）
に
よ
る
。
以
下
で
は
、「
勤
書
」
と
略
す
。

（
7
） 

本
間
修
平
「
寛
政
八
年
派
遣
松
前
見
分
御
用
」（
高
柳
真
三
先
生
頌
寿
記
念
『
幕
藩
国
家
の
法
と
支
配
』
一
九
八
四
年　

有
斐
閣
）

（
8
） 

後
書
き
に
正
保
三
（
一
六
四
六
）
年
に
浄
書
し
た
と
あ
る
。『
新
北
海
道
史
』
第
七
巻
史
料
一
（
一
九
六
九
年
、
北
海
道
）
所
収
に
よ
る
。

（
9
） 

松
前
町
史
編
纂
室
編
『
松
前
町
史
』（
一
九
八
八
年
、
松
前
町
）
通
説
編
第
一
巻
上
、
第
二
章
第
三
節
「
蠣
崎
政
権
の
成
立
」（
二
八
二
ペ
ー
ジ

〜
二
九
六
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

（
10
） 

「
新
羅
之
記
録
」
上
巻　

前
掲
『
新
北
海
道
史
』
第
七
巻
二
九
ペ
ー
ジ
。
原
和
様
漢
文
。

（
11
） 

『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
一　

に
よ
り
つ
つ
、
書
き
下
し
文
に
改
め
た
。
ル
ビ
は
筆
者
が
付
し
た
。

（
12
） 

秀
吉
・
家
康
の
朱
印
状
・
黒
印
状
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
海
保
嶺
夫
氏
（『
幕
藩
制
国
家
と
北
海
道
』
一
九
七
八
年
、
三
一
書
房
）、
榎
森
進

氏
（「
幕
藩
制
と
『
民
族
』」　
『
日
本
史
を
学
ぶ
』
3
、
一
九
七
六
年　

有
斐
閣　

な
ど
）、
菊
池
勇
夫
氏
（『
幕
藩
体
制
と
蝦
夷
地
』
一
九
八
四
年
、

雄
山
閣
）
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
深
く
は
立
ち
入
ら
ず
、
近
世
的
秩
序
の
基
本
的
な
問
題
の
み
を
確
認
す
る
に

止
め
た
い
。

（
13
） 

ロ
シ
ア
の
千
島
進
出
と
千
島
ア
イ
ヌ
、
松
前
藩
の
対
応
等
に
つ
い
て
は
、
川
上
淳
「
一
八
世
紀
〜
一
九
世
紀
初
頭
の
千
島
ア
イ
ヌ
と
千
島
交
易

ル
ー
ト
」（
北
海
道
東
北
史
研
究
会
編
『
根
室
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
北
か
ら
の
日
本
史
」
メ
ナ
シ
の
世
界
』
一
九
九
六
年
、北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
）

を
参
照
。



― 90―

（
14
） 

天
明
〜
寛
政
初
の
蝦
夷
地
関
係
情
報
を
幕
府
が
集
成
し
た
『
蝦
夷
地
一
件
』
の
一
部
と
し
て
、『
新
北
海
道
史
』
第
七
巻
史
料
一
（
一
九
六
九
年

　

北
海
道
）
に
収
録
。

（
15
） 
藤
田
覚
「
寛
政
改
革
と
蝦
夷
地
政
策
」（
藤
田
覚
編
『
寛
政
改
革
の
展
開
』
第
四
章　

二
○
〇
一
年
、
山
川
出
版
社
）　

ま
た
藤
田
覚
『
近
世
後

期
政
治
史
と
対
外
関
係
』（
二
○
〇
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
に
も
「
蝦
夷
地
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
と
寛
政
改
革
」
と
し
て
収
録
。

（
16
） 
藤
田
覚
「
蝦
夷
地
第
一
次
上
知
の
政
治
過
程
」（
田
中
健
夫
編
『
日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
』
一
九
八
七
年　

後
、
藤
田
覚
『
近
世
後
期

政
治
史
と
対
外
関
係
』
二
○
〇
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
に
も
収
録　

こ
こ
で
は
後
者
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
）
一
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
17
） 

『
休
明
光
記
附
録
』
巻
之
七
（『
新
撰
北
海
道
史　

第
五
巻
史
料
一
』
一
九
三
六
年
、
北
海
道
廳
）
八
四
一
ペ
ー
ジ

（
18
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
近
世
史
料　

近
藤
重
蔵
蝦
夷
地
関
係
史
料　

一
』（
一
九
八
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

（
19
） 

こ
れ
も
草
稿
が
『
近
藤
重
蔵
蝦
夷
地
関
係
史
料　

一
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

「
近
藤
重
蔵
の
ア
イ
ヌ
政
策
」（
川
上
淳
『
近
世
後
期
奥
蝦
夷
地
史
と
日
露
関
係
』
二
○
一
一
年
、北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー　

第
Ⅰ
部
第
七
章
）

（
21
） 

同
前

（
22
） 

一
般
に
は「
ゼ
オ
ガ
ラ
ヒ
ー
」と
し
て
知
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
人
ヨ
ハ
ン
・
ヒ
ュ
ブ
ネ
ル
が
著
し
た
地
理
書（
三
種
）の
蘭
訳
か
ら
翻
訳
し
た
も
の
。

種
々
の
部
分
訳
が
あ
る
と
い
う
。
日
蘭
学
会
編
『
洋
学
史
事
典
』（
一
九
八
四
年
、雄
松
堂
出
版
）
の
「
ゼ
オ
ガ
ラ
ヒ
ー
」
の
項
（
石
山
洋
氏
執
筆
）

に
よ
る
。

（
23
） 

大
久
保
長
安
は
江
戸
初
期
、
家
康
に
仕
え
、
金
銀
山
の
開
発
な
ど
で
幕
府
財
政
の
確
立
に
貢
献
し
た
が
、
死
後
、
金
の
横
領
、
朝
鮮
と
の
内
通

の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
死
体
を
斬
首
、
男
児
全
員
の
処
刑
な
ど
の
処
分
を
受
け
た
。

（
24
） 

『
池
北
寓
談
』
で
は
、
登
場
す
る
人
名
や
地
名
は
実
名
を
少
し
ず
つ
変
形
し
た
仮
名
で
著
さ
れ
て
い
る
。
大
原
左
金
吾
自
身
は
「
大
山
小
賢
吾
」、

松
前
道
広
（
大
炊
介
）
は
「
吾
妻
江
大
江
介
」

（
25
） 

大
友
喜
作
編
『
北
門
叢
書　

第
三
冊　

池
北
寓
談
・
北
地
危
言
・
蝦
夷
草
紙
後
編
』（
一
九
四
四
年
、
北
光
書
房
）
の
大
友
喜
作
に
よ
る
解
説

（
26
） 

松
田
伝
十
郎
「
北
夷
談
」（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
四
巻
、
一
九
六
九
年
、
三
一
書
房
）

（
27
） 

前
掲
『
近
藤
重
蔵
蝦
夷
地
関
係
史
料　

一
』
一
一
ペ
ー
ジ

（
28
） 

『
休
明
光
記
』
巻
之
一
（
前
掲
『
新
撰
北
海
道
史　

第
五
巻
史
料
一
』
三
二
四
ペ
ー
ジ
）「
右
の
如
く
お
達
し
有
て
、
則
東
蝦
夷
地
之
内
、
南
の

方
ウ
ラ
カ
ハ
よ
り
北
の
方
シ
レ
ト
コ
限
り
、
其
余
島
々
ま
で
七
ヶ
年
の
間
御
用
地
に
な
り
、
御
試
と
し
て
御
所
置
有
べ
き
に
極
り
ぬ
」
と
あ
る
。

し
か
し
一
方『
休
明
光
記
附
録
』巻
之
一
に
収
録
さ
れ
た
蝦
夷
地
御
用
掛
か
ら
老
中
に
提
出
さ
れ
た「
蝦
夷
地
御
取
締
取
計
方
奉
伺
候
書
付
」で
は
、
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「
東
蝦
夷
地
之
内
、シ
ャ
マ
ニ
よ
り
キ
イ
タ
ツ
プ
並
島
々
迄
、当
未
年
よ
り
七
ヶ
年
之
間
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
。
ウ
ラ
カ
ハ
も
シ
ャ
マ
ニ
（
様
似
）

も
日
高
地
方
で
あ
る
が
、
当
初
は
正
確
な
範
囲
を
決
定
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
29
） 
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
松
前
町
史
』
通
説
編
第
一
巻
下　

第
四
編
幕
藩
体
制
の
動
揺
と
松
前
、
第
一
章
幕
府
の
蝦
夷
地
直
轄
と

松
前
、
第
二
節
松
前
氏
の
移
封
、
二　

東
蝦
夷
地
の
幕
領
化
と
松
前
藩
（
一
〇
四
ペ
ー
ジ
以
下
）
で
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

（
30
） 
前
掲
『
松
前
町
史
』
通
説
編
第
一
巻
下　

六
二
ペ
ー
ジ
。
ま
た
、
本
間
修
平
「
寛
政
八
年
派
遣
「
松
前
見
分
御
用
」」（
大
竹
秀
男
・
服
藤
弘
司

編
『
幕
藩
国
家
の
法
と
支
配
』　

一
九
八
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）

（
31
） 

同
前
、
六
四
〜
六
六
ペ
ー
ジ
。
ま
た
、
前
掲
藤
田
覚
「
蝦
夷
地
第
一
次
上
知
の
政
治
過
程
」
一
六
二
〜
一
六
五
ペ
ー
ジ
。
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Notes on Kondô Jûzô (2)

UMEZAWA Hideo

Abstract　This is the second in a series of articles about the position and the role of 

Kondô Jûzô in Tokugawa intellectual history.  This particular paper focuses on his 

thoughts and activity in the late eighteenth century, from 1795 to 1798 in particular, 

when he was in his late twenties.  In 1795 Nakagawa Tadahide, the newly appointed 

magistrate of Nagasaki, recruited Kondô Jûzô as one of his assistants since he had 

been impressed by the remarkable scholarly ability of the young man.  When Nak-

agawa was given a promotion and appointed as a magistrate in charge of the bakufu 

finance in two years, he took Kondô back to Edo with him and arranged for the lat-

ter’s appointment as a junior official working for his office.

　This paper takes up the edition of Shinzoku Kibun, a book on customs and folk cul-

ture of Qing (Shin) China, carried out under the supervision of Nakagawa.  This pa-

per points out that Kondô played a major role in editing the book, making full use of 

his knowledge and ability in Chinese studies.  It also points out that the edition of the 

book could be viewed as a part of a project of editing various books that the bakufu 

was carrying out at the time.

　Next, the paper sketches the history of Ezochi, the northern boundary area where 

Ainu people were living, and the developments and changes in the bakufu’s policies 

about the management of the area from the early Tokugawa period on.  Then it focus-

es on the argument exchanged between groups of bakufu officials in the late eigh-

teenth century about how to deal with the people and the land of the area.  One of the 

groups of officials, who were on alert against Russian policies of extending its territo-

ry into north-east Asia, made a plan to put Ezochi under the bakufu’s direct control 

and develop agriculture and other industries there.  This paper points out that such a 

plan was in conflict with the bakufu’s traditional policy of dealing with the land of Ainu 

separately from the other parts of Japanese territory, and that the group of officials 

were inevitably oriented toward the reform of the traditional policy.

　The news about the incursion of the Providence, a British warship, into the 

Funkawan Bay of Ezochi, in 1796 encouraged this group of officials to promote a 

movement aiming at the realization of their plan.  At the time Matsudaira Sadanobu, 

who had kept the group not to be too radical, had already resigned from the office of 
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the senior councilor.  According to the research of Fujita Satoshi on the bakufu’s poli-

tics of this period, those bakufu officials who opposed to such a reforming policy 

banded together and tried to disturb the movement of the reformers.

　Against such controversy between groups of the bakufu officials as the backdrop, 

this paper analyzes a written proposal that Kondô submitted to the bakufu councilors 

at the time and points out that he intentionally participated in the argument on the 

side of the reformers.

Key words: Kondo Juzo, northern boundary area, extension of Bakufu rule


